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１．基本的な考え方 

 

 安定的な皇位継承が確保されることは、国家の基本に関わることです。 

 現在の皇室は、天皇陛下、上皇陛下及び 15 方の皇族で構成されていますが、

悠仁親王殿下以外の未婚の皇族は全員女性であり（5方）、現行制度のままでは、

悠仁親王殿下が即位されたときに同世代以下の皇族がいなくなることが想定さ

れます。 

 一方で、皇位継承の流れを不安定化させることはあってはなりません。悠仁親

王殿下の次代以降の皇位継承については、悠仁親王殿下のご年齢やご結婚をめ

ぐる状況を踏まえ、引き続き議論を深めてゆくべきと考えます。 

 

 将来、安定的な皇位継承のあり方を検討するにあたっては、一定の皇族数がお

られることが不可欠です。 

 また、皇族の方々は、憲法や皇室典範等で定められた役割を果たして頂かなけ

ればなりません（憲法第 5条、同 4条 2項、皇室典範第 17条、同 28条、国事行

為の臨時代行に関する法律第 2条）。さらに、様々な公的活動を担われておられ

ます。 

 将来の皇位継承後も、天皇を支える皇族がおられることが極めて重要といわ

なければなりません。 

 まずは、皇族数の確保を図ることが急がれる課題で、「喫緊に解決すべき課題」

と「将来の議論に委ねるのが相応しい課題」とを立て分けて議論を進めるべきで

す。 

 

 制度の検討にあたっては、次の観点が重要であると考えます。 

 第一に、「国民の理解」を得られるものでなければなりません。 

 天皇の地位は「日本国民の総意に基く」もので（憲法第１条）、国民の代表機

関である国会において国民の総意を見つけ出すという基本姿勢の下で、政党間

の幅広い合意の取りまとめに臨むことが重要です。 



 第二に、「歴史と伝統の尊重」です。 

 わが国の皇位継承の歴史と伝統は重く、尊重されなければなりません。 

 第三に、当事者である「皇族の方々の思い」を踏まえなければなりません。 

 

 以下、政府の有識者会議の報告書にある二つの「皇族数確保の具体的方策」に

ついて、意見を述べます。 

 

 

２．内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする方策 

 

 現行の皇室典範第 12 条では、「皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻し

たときは、皇族の身分を離れる」とあります。 

 しかしながら、明治時代の旧皇室典範が定められるまでは、女性皇族は皇族で

ない者と婚姻しても皇族の身分は保持されていました。 

 女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持されることとすることは、国民の理解

も得られ、皇室の歴史とも整合的と考えられ、制度化を検討すべきです。 

 また、婚姻後の女性皇族の配偶者、子は、「皇族の身分を持たない」とするの

が、適切かと考えられます。 

 配偶者となる方の職業選択の自由等、一般国民として保障されてきた自由は

保持されるとすることが、女性皇族の方の婚姻の支障とならないのではないか

と思われます。 

 一方、現在の内親王殿下、女王殿下については、これまで現行制度の下で  

人生を歩んで来られたことに鑑み、経過措置として、皇族の身分を保持するか否

かについて、一定の配慮をすべきではないかと思われます。 

 

 なお、憲法第 24条 1項の「夫婦は同等の権利を有することを基本とする」と

の整合性を問う意見がありますが、婚姻及び家族と関係しない権利について配

偶者との間で差異が生ずる状態となったとしても、その適用が問題となるもの

ではないと考えられます（24/2/28衆院予算委第一分科会・内閣法制局答弁）。 

 

 

３．養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする方策 

 

 現行の皇室典範第 9 条では、「天皇及び皇族は、養子をすることができない」

とあります。 



 しかしながら、現在の少子化等の進展が続く中で、皇室を存続させるためには、

皇族が養子を迎えることを可能とすべきと考えられます。 

 『その場合、皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると、養子

となり皇族となる者も、皇統に属する男系の男子に該当する者に限る』とする有

識者会議の報告は妥当と考えます。 

 いわゆる旧 11宮家の方々は、現行憲法、皇室典範施行後 5か月の間は皇族で

あったこと、また明治天皇、昭和天皇のご息女が嫁がれ、その子孫の方々も現在

に至るまで天皇家と交流があることも考慮すると、これらの方々との養子縁組

が認められるべきと思われます。 

 但し、養子縁組手続については、民法の特例法として、「皇室会議の議を経る」

などの措置をとることが必要とすべきでしょう。 

 また、養子となって皇族となられた方は、これまで一般国民として生活をされ

てきたことを考えると、「皇位継承資格は持たない」とするのが適切と考えられ

ます。 

 さらに、縁組後に養子と婚姻した妻は「皇族となる」とし、父が養子となった

後に生まれた子は「皇族となる」とすることが考えられます。 

 また、皇位継承の流れを不安定化させないという観点からは、天皇陛下ご夫妻、

上皇陛下ご夫妻及び皇嗣殿下ご夫妻は養子縁組できないとするのが適切かとも

思われます。 

 

 なお、皇統に属する男系の男子に該当する者に限って養子縁組を認めること

は、憲法第 14条の「門地による差別」にならないかとの意見がありますが、そ

もそも、憲法第 2条は同 14条の特則であること等を踏まえると憲法の許容する

ところと考えられます（23/11/15、23/11/17衆院内閣委・内閣法制局答弁）。 

 

 

４．将来の検討課題 

 

 前述のとおり、悠仁親王殿下の次代以降の皇位継承資格については、静かな環

境の下で、引き続き議論を深めてゆくべきと考えます。 

 また、元女性皇族など、現在の皇族ではない方が皇室活動を支援される制度の

創設や、皇室の方々が担う公務の負担軽減も検討課題と考えられます。 


